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７．水 質 汚 濁 
 

概  況 

  水質汚濁は、昭和３０年以降の都市化や工業化の急激な進行により表面化し、昭和４０年

代には深刻な状況となった。 

  そして、昭和４６年の水質汚濁防止法の施行等の各種施策により、昨今では大河川につい

てはほぼ改善されてきたものの、背後に汚染源を抱える中小河川及び閉鎖性水域では、   

依然として満足すべき状態ではない。 

  このため、愛知県では伊勢湾の浄化対策として昭和５３年６月水質総量規制が導入され、

現在では６次に亘り総量削減計画を策定し、ＣＯＤ、全窒素、全燐の汚濁負荷量削減対策を

推進している。 

  また、近年水質汚濁の原因として大きなウェートを占めている生活排水対策としては、  

昭和５５年２月「愛知県生活排水対策推進要綱」が制定され、さらに、平成２年６月に水質

汚濁防止法の改正により国及び地方公共団体、国民の責務が明確化された。 

  なお、本市では平成１４年４月１日より特例市の指定を受け、水質汚濁防止法に係る事務

が愛知県から移譲された。公共用水域及び地下水質の汚濁状況の常時監視や特定事業場の 

立入検査の実施等を行っている。 

  水質に係る環境基準は、水質保全行政の目標として、公共用水域の水質について達成し、

維持することが望ましい基準を定めたものであり、人の健康の保護に関する基準と生活環 

境の保全に関する基準の二つからなっている。 

  健康項目についてはカドミウム、全シアン、揮発性有機化合物等が公共用水域一律に定  

められている。 

  生活環境項目については、ｐＨ、ＳＳ、ＢＯＤ、ＤＯ等について河川、湖沼、海域ごと    

に利用目的に応じた水域類型を設けてそれぞれ基準値を定め、各公共用水域について水域類

型の指定を行うことにより環境基準が定められている。 

  また、有害物質を含む底質の除去に関しては、水銀及びＰＣＢを含む底質について、それ

ぞれ暫定除去基準が定められている。 

  本市では、公共用水域水質測定計画に基づき日光川北今橋・板倉橋の常時監視による水質

測定や、日光川・五条川等主要河川の水質測定及び地下水質測定計画に基づき地下水の常時

監視を実施している。 
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